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美しい自然を未来につなぐまちづくり 
 

 

１ 公園・緑地  

２ 自然保全・緑化 

３ 環境保全 

４ 環境衛生 

５ 循環型社会形成 

６ 地球温暖化対策 

７ 水資源 

８ 下水道 
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

１ 公園・緑地 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●安全で快適な緑豊かな都市環境を形成し、生

活に安らぎとうるおいを感じています。 

●市民が楽しみながら公園の管理や緑化活動

を行っています。 
 

現状と課題  

・公園・緑地は、市民の憩いの場、子育ての場と

なるとともに、災害発生時は地域住民の避難の場、

救援・復旧の場、火災の延焼防止帯となり安全・

安心の都市形成に役立っています。 

・また、地球温暖化、ヒートアイランド対策及び

生物多様性の保全など様々な環境問題を緩和す

るとともに、日々の生活に季節感とうるおいを与

え、美しく風格のある都市を形成します。 

・現在、都市計画公園は 31箇所で、そのうち 29

箇所（総合公園１箇所、近隣公園５箇所、街区公

園23箇所）が利用できます。 

・市街地における都市公園は、これまで土地区画

整理事業や埋立事業等に伴い整備されているた

め、基盤整備が行われていない既成市街地などで

は十分に都市公園の整備が進んでいない状況に

あります。 

・今後、「緑の基本計画」に基づき公園や緑地の

整備拡充、緑の保全・創出、公共施設及び民有地

の緑化を一体的に捉えて、市民と一緒になって緑

とオープンスペースの確保を図る必要がありま

す。 

・既存の都市公園は、供用開始後30年以上経過し

た公園が多く、施設や遊具の老朽化が進んでいる

ため、その修繕や更新など安全対策が新たな課題

になっています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 箇 所 面積（ha） 

総合公園 １ 9.1 

近隣公園 ５ 7.9 

街区公園 ２５  7.58 

都市計画公園 

計 ３１ 24.58 

平成22年4月1日現在        資料：都市計画課 

都市公園等の現状 

【施策の体系】 

１ 公園・緑地の整備 

― ①特色ある公園づくり 

― ②身近な公園づくり 

― ③水辺の公園づくり 

２ 公園・緑地の管理 

― ①既存公園の安全確保 

― ②市民参加の充実 

 

双太山公園 
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施策の内容  
   

１ 公園・緑地の整備 

①� 色ある公園づくり 
・多様化する市民の価値観・ニーズに対応するため、既存の公園を含

めて地域の特性を生かした特色ある公園づくりを推進します。 

②身近な公園、緑地づくり 

・都市計画決定されている公園や土地区画整理事業に伴い計画されて

いる公園、緑地について、計画的に整備を進めます。 

・大規模地震などの災害時に一時避難所として利用できる公園の整備

を推進します。 

・用地確保が困難な既成市街地においては、ポケットパークや鉄道高

架下等の有効活用を図ります。 

③水辺の公園づくり 

・公園や緑地など点在する緑を河川や水路、緑道、街路樹等で結ぶ水

と緑のネットワーク化を図り、風の道を整備しヒートアイランド現

象を緩和します。 

・緑や水辺空間の創出にあたって、人々がふれあって楽しめることは

もとより、ビオトープ（生物の生息・生育空間）の創出など魅力あ

る緑地・親水空間を形成します。 

・海と調和したまちの形成と市民の憩いの場として、親水空間を形成

するウォーターフロントの整備に努めます。 

【主な取組】 
・公園整備事業 
 
 
・緑地整備事業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・水と緑のネットワーク形成事業 
 の推進 
・水辺空間の整備 

 
 
 

  
２ 公園・緑地の管理 

①既存公園の安全確保 

・予防保全的な維持管理への転換を図り、公園施設の長寿命化を図る

ための計画を策定し、施設の改修や更新を計画的に行います。 

・高齢者、障がい者等の公園利用や移動が円滑化するように、園路や

トイレなど、公園施設のバリアフリー化を進めます。 

②市民参加の充実 

・市民に身近な公園は、地域住民、愛護会、ＮＰＯ等の多様な主体に

よる公園管理と活用を図り、地域活性化を推進します。 

【主な取組】 
・公園施設長寿命化計画の策定 
・公園施設改修事業 

 
 
 
 
・多様な主体による公園管理 
・市民リーダー育成 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 

・緑の基本計画（平成23年度～平成34年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

２ 自然保護・緑化 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●海や山など豊かな自然の保護と都市緑化の

推進によって、市民や観光客が癒しとうるお

いを感じています。 
 

現状と課題  

・本市は波穏やかな三河湾に面し、街の背後を緑

豊かな山並みに囲まれ、山間部と市街地の間は果

樹園が広がる豊かな自然に恵まれています。この

豊かな自然を守るため、市域を取り巻く山地や海

岸の多くが自然公園法に基づく指定区域となっ

ています。 

・人と自然が共生するうるおいあるまちづくりを

進めるため、公共施設の緑化を推進しながら、市

民参加による植樹祭の実施、蒲郡市公共施設里親

制度（アダプトプログラム）の実施、市民への緑

化木や花苗の配布等により、緑化意識の高揚を図

り、緑化推進に努めてきました。 

・都市化の進展、松くい虫の被害、農林業従事者

の高齢化や後継者不足などにより、森林や農地の

保全状態が悪化してきており、その対策が求めら

れています。 

・地球環境問題への取り組みである地球温暖化の

防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性

の保全による良好な都市環境の提供は、本市にと

っても重要な課題であり、緑とオープンスペース

のネットワーク形成が必要です。 

・かけがいのない豊かな自然を守り、貴重な緑を

市民の共有財産として守り育てていくためには、

開発との調整を図りながら、行政のみでなく、市

民や事業者等が自主的に、自然環境の保全、緑化

に取り組む環境づくりを行い、市民と協働して自

然環境の保全や、緑化を推進する必要があります。 

・愛知県では平成21年度から「あいち森と緑づく

り税」を導入しました。本市も、この税を有効活

用して、森林、里山林、都市の緑をバランスよく

整備、保全するために様々な取組を進めていきま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：ha 

特別保護地区 1.1 

第１種特別地域 0.3 

第２種特別地域 271.4 

特

別

地

域 第３種特別地域 1,396.1 

普通地域 68.0 

合 計 1,736.9 
平成22年4月1日現在    資料：観光課 

 

竹島及び周辺の自然景観 

 
「第３回蒲郡都市景観賞」より 

 

自然公園区域面積 

【施策の体系】 
１ 自然環境の保全 
 

２ 緑化の推進 
 

３ 市民参加による緑づくり 
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施策の内容  
   

１ 自然環境の保全 

・三河湾国定公園の指定地域では、その目的に沿い長期的な展望に立

って、自然保護に配慮した総合的な土地利用に努めます。 

・里山など都市近郊の森林については、多様な自然とふれあい、憩い、

学び、体験できる市民参加型の野外活動空間の整備を進めます。 

・身近な環境の中に動植物が快適に生息できる空間（ビオトープ）の

創造や保全を行います。 

・三河湾に浮かぶ竹島、大島、小島の緑豊かな島々の自然や生態系の

保全に努めます。 

・自然観察会や自然保護コンクール等の開催により、自然保護に対す

る市民の意識高揚を図ります。 

 

【主な取組】 
・緑の基本計画による緑地保全 
・自然公園の保全 
・里地里山の保全と再生の推進 

  

 
 

  
 

  
２ 緑化の推進 

・緑は人々にうるおいと安らぎを与えてくれるとともに、環境の改善

に資する身近な貴重な自然であり、また、災害防止や美しいまちづ

くりを進める上でも重要な役割を果たします。 

・市内の公園、道路、河川、海岸をはじめ学校や公民館などの公共施

設や市有地を緑の基本計画に基づき積極的に緑化を推進します。 

・市街地の大部分を占める民有地の緑が減少しているため、緑化木の

配布を行うとともに、建築物の新築・増改築時に緑化を義務付ける

地域の指定（緑化地域制度）を検討します。 

・あいち森と緑づくり事業（平成21年度より開始）による民有地の屋

上緑化や駐車場緑化などの実施者に対する費用の一部助成制度など

も活用し、個人や事業所など民有地の緑化を推進します。 

 

【主な取組】 
・緑の基本計画による緑化推進 
・公共公益施設の緑化の推進 

 ・民有地の緑化推進 
 ・蒲郡市緑化事業助成金制度 
 

 
 
 
 
 

  
３ 市民参加による緑づくり 

・緑のまちづくりを進めていくためには、多くの市民が緑にふれあう

機会を増やし、緑づくりに対する理解を深め、民有地緑化や緑化活

動を進めることが必要です。 

・地域住民やボランティア、民間事業者等の多様な主体の参画・協働

による植樹、樹林地整備、ビオトープづくりなどの緑の体験学習や

緑づくり活動を推進し、緑とオープンスペースの確保と活用を図り

ます。 

・豊かな自然環境の保全に配慮しながら、観光振興、地域振興及び環

境教育の向上を図るために、エコツーリズムを推進します。 

【主な取組】 
・公共施設アダプトプログラム 

 ・まちづくり事業助成金制度 
・自然環境学習 
・市民ボランティアの育成 
・エコツーリズムの推進 

  
 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 

・緑の基本計画（平成23年度～平成34年度） 

・あいち森と緑づくり事業（平成21年度～）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

３ 環境保全 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●騒音や公害のない、快適な環境で暮らしてい

ます。 

●すべての人が美しい海や自然環境の保全に

理解を深め、自ら行動しています。 
 

現状と課題  

・都市化・市民生活の多様化に伴い、交通公害や

近隣騒音、生活排水に起因する水質汚濁等、私た

ちの日常生活に深く関わる新たな都市・生活型の

環境問題が顕在化しています。 

・閉鎖性水域である三河湾の水質汚濁問題につい

ては、各種浄化対策を推進しているものの、富栄

養化状態の改善には至っておらず、海のまちづく

りを進める本市にとって大きな課題となってい

ます。 

・近年では、雑草繁茂や野焼きなどの屋外燃焼行

為に対する苦情も多くなっています。こうした中

で、よりよい環境を求める市民の意識は年々強く

なっています。 

・環境美化については、空き缶の投げ捨て、ごみ

の不法投棄などモラルやマナーの問題を抱えて

いますが、市民の快適な生活環境を確保するため

に、市民と行政が一体となって環境美化活動を推

進していくことが必要です。 

・様々な環境問題に対応するため、市民・事業者・

行政が連携して、地域の特性に応じた環境の保全

を積極的に進めていくことが大切です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公害に関する苦情、陳情件数 

0
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【施策の体系】 
１ 公害の監視体制の整備と公害

防止対策の推進 

― ①公害の監視測定体制の整備

と情報提供の充実 

― ②公害の未然防止対策の推進 

― ③発生源対策の推進 

― ④交通公害防止対策の推進 

２ 不法投棄防止対策の推進 
 
３ 水質浄化対策の推進 
 
４ 環境美化活動の推進 
 
５ 環境教育の推進 
 
 

(件) 

ポイ捨て禁止の看板 
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施策の内容  
   

１ 公害の監視体制の整備と公害防止対策の推進 

①公害の監視体制の整備と情報提供 

・環境汚染物質に関する実態調査や情報収集を積極的に実施し、情報

提供の充実を図ります。 

②公害の未然防止対策の推進 

・住工混在地域における公害の未然防止に向けて、土地利用の純化・

適正化を図ります。また、公害防止のため、必要に応じ公害防止に

関する協定を締結し、その未然防止に努めます。 

③発生源対策の推進 

・工場等の事業活動に起因する公害を防止するため、監視指導体制の

充実を図るとともに、公害防除施設の設置や改善に対する各種資金

融資制度等の活用を促し、環境負荷の低減に努めます。 

④交通公害防止対策の推進 

・道路交通騒音については、市街地への車の流入が減少することで騒

音の緩和が期待されるため、引き続き国道 23号蒲郡バイパス、国

道247号中央バイパスの整備について、関係機関と協力していきま

す。 

【主な取組】 

・環境実態調査 
大気・水質・騒音・地下水位につい

て、定期的に環境汚染物質の調査を
行います。 

・公害防除資金融資、利子補給 
公害防除施設の整備の目的で融資

を希望する企業に対し、内容を審査
の上、融資の認定を行い、利子補給

を行います。 

  

２ 不法投棄防止対策の推進 

・不法投棄対策については、監視カメラの設置や、パトロールの強化

など、捨てられないための対策を強化していきます。 

・不法投棄防止のための看板や防止ネットを、市民と協働して設置し

ていくことで、廃棄物等を捨てにくい環境づくりに努め、市内の不

法投棄を減らしていきます。 

【主な取組】 

・監視カメラの設置 
不法投棄が頻発する場所に監視カ
メラを設置します。 

・監視パトロールの強化 
不法投棄廃棄物の早期回収とパト
ロールを強化します。 

・不法投棄防止ネット設置 
防止ネットを設置し、不法投棄をさ
せにくい状況を作ります。 

  
３ 水質浄化対策の推進 

・国、県及び三河湾沿岸市町のみならず、内陸部の市町村との連携を

強化するとともに、公共下水道等の合理的かつ効果的な整備を推進

します。 

・既設の単独処理浄化槽から環境への汚濁負荷を抑えた合併浄化槽へ

の転換の啓発を図ります。 

・住民に対する啓発、幅広い実践活動への取り組み、生活排水対策等

の諸施策を積極的に実施し、水質浄化への意識の高揚を図ります。 

【主な取組】 

・公共下水道整備の推進 

・三河湾浄化店頭啓発事業 
三河湾浄化推進協議会において、各

種啓発活動を実施し、市民の三河湾

浄化に対する意識の高揚を図りま
す。 

・環境講演会事業 
小学校の児童及び保護者を対象と
した講演会を実施。三河湾の環境に

理解を深めます。 

 
  

４ 環境美化活動の推進 

・530運動実践活動やクリーンキャンペーンへの積極的な参加を呼び

かけ、市民や市民団体が自主的に行う美化活動を支援します。 

・空き缶等ごみ散乱防止条例に基づき、市民、事業者、行政が一体と

なってごみ散乱の防止に努めます。 

 

【主な取組】 

・530 運動実践活動への支援 
市民、事業者、学校などによる自主

的な環境美化活動に対し、支援を行

います。 

・クリーンキャンペーン 
年２回、統一実践場所（市内５箇所）

で実施される清掃活動への積極的

な参加を呼びかけます。 
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５ 環境教育の推進 

・市民・事業者に対して環境にやさしい生活・活動を促すための学習

機会を提供することにより、環境意識の高揚を図ります。 

・また、学校教育カリキュラムにおいても、身近な環境問題を学ぶこ

とのできる参加・体験型の環境学習プログラムを取り入れます。 

【主な取組】 

・里山観察会 
さがらの森にて動植物と触れ合い

ながら自然観察、ネイチャーゲー

ム、工作を親子で行い、豊かな里山
の保全意識を養います。 

・三河湾環境チャレンジ 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市公共下水道事業計画（昭和45年度～平成27年度） 

・豊川流域関連蒲郡市公共下水道事業計画（平成２年度～平成25年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

４ 環境衛生 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●市民のペットの飼い方のモラルが向上し、清

潔で快適なまちになっています。 

●高齢化社会を迎え、新しい斎場で良質なサー

ビスが提供されています。 
 

現状と課題  

・近年のペットブームにより、動物と人間との関

係はますます親密化している一方で、犬の放し飼

いや、公共の場所や他人の敷地への糞尿の放置、

咬傷事故、未登録・未注射犬の飼育等、飼い主の

モラルの低下が社会問題化しています。また、飼

えなくなった動物の遺棄や野犬対策も問題とな

っています。 

・斎場については、平成22年度から業務委託によ

る運営をしていますが、昭和54年に建設された

施設は、近年、老朽化が進み、修理に要する維持

管理経費が増大しているため、施設の建て替えが

必要になっています。また、高齢化社会を迎える

にあたり、今後の火葬件数が現在の1.5倍になる

と予測され、火葬炉や斎場施設の近代化が求めら

れており、建て替えにおいては、十分市民の意見

を聞く必要があります。 

・墓地については、市有と民有を合わせて、現在

179箇所が市内に点在していますが、核家族化の

進展、市民の意識変化等により、墓地や埋葬に対

する考え方も多様化してきており、今後も墓地の

整備を図っていく必要があります。 

・鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどの

感染症が大きな社会問題となっており、市民生活

にも大きな影響を及ぼしました。本市でもその対

策が求められてきています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度別斎場利用状況 
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犬の登録・狂犬病予防注射頭数の推移 

 

【施策の体系】 
１ 畜犬登録・狂犬病予防接種の促

進 
 
２ 斎場の効率的な運営 
 
３ 墓地環境整備の推進 
 
４ 感染症への危機管理体制の推

進 
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施策の内容  
   

１ 畜犬登録・狂犬病予防接種の促進 

・狂犬病予防接種を獣医師の協力により実施し、未登録犬、未接種犬

が発生しないよう啓蒙活動を行います。 

・県動物保護管理センターの指導のもと、動物愛護精神の高揚及び糞

尿の処置をはじめとする動物の適正管理・病気予防についての啓発

広報活動を実施します。 

【主な取組】 
・狂犬病予防注射 
狂犬病予防法に基づき、狂犬病の発

生を予防するため、登録・狂犬病予
防注射を実施します。 

・動物ふれあい教室 
保育所において、児童の情操教育と
動物愛護の一環として、県動物保護

管理センターの協力を得て、「動物

ふれあい教室」を開催します。 
  

２ 斎場の効率的な運営 

・地域社会における不可欠の都市施設として、周辺環境との調和と環

境保全上の対策を考慮した整備計画を検討します。 

・より一層のサービス向上と効率的な運営を行うため、今後も民間委

託等による運営を実施していきます。 

 

【主な取組】 
・斎場整備事業 
老朽化した斎場とその周辺につい

て、整備を行う事業。 
・斎場運営業務委託 
斎場の運営を民間委託することに

より、サービスの向上と効率的な運
営を行います。 

  
３ 墓地環境整備の推進 

・地区が管理する墓地については、引き続いて墓地整備事業の助成を

行います。 

【主な取組】 
・墓地環境整備事業の助成 
地区が管理する墓地の整備事業に

対して、助成を行います。 

  

４ 感染症への危機管理体制の推進 

・鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどの感染による様々な社

会的問題に対し、国や県などの関係機関、事業所等と緊密な連携を

していくことで、その災害の被害を最小限に防ぐための危機管理に

努めていきます。 

【主な取組】 
・感染症対策協議会の設置 
国や県、事業者とともに、感染症の
被害を最小限に食い止めます。 
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

５ 循環型社会形成 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●ごみの減量や資源の効率的な活用が進み、環

境負荷の少ない、快適な生活環境になってい

ます。 

●市民、事業者、行政が一体となった環境意識

の高いまちづくりができています。 
 

現状と課題  

・今日の大量生産、大量消費のライフスタイルに

より、ごみの排出量は増加の一途をたどっており、

地球規模での環境問題が深刻化しています。近年、

廃棄物に対する考え方が、「効率よく、安全に処

理・処分する」という考え方から「生産・流通・

消費の各段階から廃棄物の発生・排出を抑制す

る」という考え方に変わってきています。ごみの

排出量抑制には、市民・事業者・行政が一体とな

った取組が必要であり、大量消費や使い捨てのラ

イフスタイルの見直しを図り、リサイクルのみな

らず、リデュース、リユースを推進し、循環型社

会を目指すことが課題となっています。また、限

られた資源を循環し、効率的に活用するとともに、

再生可能な資源や自然エネルギーなどへの転換

を進める必要があります。 

・近年、地域コミュニティの衰退が懸念されてい

ますが、快適な生活環境の保全のためにも、地域

によるクリーンサポーター制度などの推進が重

要です。 

・ごみ処理について、蒲郡市クリーンセンターの

老朽化に伴い、基幹的設備・機器の更新等の整備

を、適切な時期に計画的に行うことにより、施設

の延命化を図る必要があります。 

・蒲郡市一般廃棄物最終処分場には毎年多量の焼

却灰等を埋め立てていますが、処分用地の新たな

確保が困難であるため、一層のごみ減量を進める

とともに、焼却灰の溶融化等によって埋め立て量

を削減する必要があります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごみ処理量・資源回収量の推移 

 
平成 16

年度 

平成 17

年度 

平成 18

年度 

平成 19

年度 

平成 20

年度 

平成 21

年度 

可燃ご

み（ｔ） 
29,396 28,579 28,490 26,734 25,982 25,190 

不燃ご

み（ｔ） 
5,290 4,813 4,514 4,501 4,450 4,478 

粗大ご

み（ｔ） 
1,515 1,653 1,829 1,783 1,841 1,756 

資源物

（ｔ） 
7,316 6,881 6,485 7,865 7,872 7,966 

計（ｔ） 43,517 41,926 41,318 40,883 40,145 39,390 

 

クリーンサポーターの登録件数 

 

【施策の体系】 
１ 資源循環型社会の構築 
 

２ リサイクルの促進と地域コミュ

ニティの活性化 
 
３ 適正な廃棄物処理 
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施策の内容  
   

１ 資源循環型社会の構築 

・市民、事業者、行政が連携して、ごみ減量化及び資源化を推進しま

す。蒲郡市ごみ減量推進対策協議会の充実を図り、各種ごみ減量施

策を推進します。 

・資源循環型社会の構築を目指し、５Ｒ行動を推進します。 

・未利用資源を地域内で有効に活用するシステムを地域社会や産業に

組み込むことを目指す「あいちゼロエミッション・コミュニティ構

想」に基づき、資源・エネルギーの地域内循環を積極的に進め、持

続可能な生活、産業のあり方を示していきます。 

・公共施設におけるエネルギーの効率的な利用については、すでに市

民病院へのコ・ジェネレーションシステムの導入や、ごみ焼却の余

熱を利用した「ユトリーナ蒲郡」がありますが、引き続き、資源・

エネルギーの有効活用の推進に努めていきます。 

【主な取組】 
・５R 行動の推進 
ゴミの減量（リデュース）、繰り返

し使う（リユース）、資源の再生利
用（リサイクル）、ゴミになるもの

の拒否（リフューズ）、修理しなが

ら使い続ける（リペア）の５Ｒ行動
を積極的に推進します。 

  
２ リサイクルの促進と地域コミュニティの活性化 

・ごみの排出量を抑制し、リサイクルを促進するため、広報啓発活動

の充実を図るとともに、資源リサイクルのための施設の整備を行い

ます。 

・クリーンサポーターを中心とした、市民の協力による分別指導・監

視体制を推進します。 

・市民と行政の連携により、環境意識の高いまちづくりを推進します。 

・資源回収を行う地域や団体等の育成・支援を行います。 

 

 

【主な取組】 
・リサイクル推進のための施設整備 

リサイクルプラザなど、資源物の回
収やリサイクル促進のための施設

の整備を図ります。 

・クリーンサポーター制度の充実 
地域において、リサイクルの促進や

ごみ減量に対する指導的な役割を

果たします。 
・資源回収団体育成奨励金交付事業 

資源回収を行う地域や団体に対し

て、回収量に応じた奨励金を交付し
ます。 

  
３ 適正な廃棄物処理 

・蒲郡市クリーンセンターの延命化を図るため、設備・機器の適切な

補修等の整備を行い、また、基幹的設備・機器の更新等の整備を、

適切な時期に計画的に行います。 

・ごみ処理の広域化を図るため、ごみ焼却施設の集約化について検討

します。 

・一色不燃物最終処分場の跡地利用について検討を進めます。 

・事業系廃棄物は、事業者の処理責任を徹底させ、適正処理の指導強

化を図ります。 

・し尿等を処理する清幸園衛生処理場は、引き続き幸田町と連携し、

蒲郡市幸田町衛生組合による適正な運営を行っていきます。 

【主な取組】 
・（仮）東三河地区ゴミ処理広域 

化計画の策定 
・清幸園衛生処理場の運営 
 

  
【関連する計画等】 
・ごみ処理基本計画（平成９年度） 

・（仮）東三河地区ごみ処理広域化計画の策定（平成24年度～平成43年度） 
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

６ 地球温暖化対策 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●環境負荷の少ない、自然と調和した心豊かな

暮らしをしています。 

●すべての人が自然生態系や地球環境との関

わりに理解を深め、自ら行動しています。 
 

現状と課題  

・生態系などへの地球温暖化の影響が徐々に見え

始め、温室効果ガスがその原因であることが明ら

かにされる中で、2013年以降のポスト京都議定

書の枠組みづくりに向けた国際的議論がなされ

ています。 

・我が国は、2020年の温室効果ガスの排出量につ

いて、すべての主要国の参加による意欲的な目標

の合意を前提としつつ、1990年比で25％削減を

目指すことを表明しています。このように、世界

レベルで地球温暖化への対応が急がれています

が、我が国の温室効果ガスの排出量は増加の一途

をたどっています。 

・この地域は交通手段として自家用車への依存度

が高く、自動車からの二酸化炭素の排出量の削減

も喫緊の課題となっています。 

・温室効果ガス排出を削減するためには、化石燃

料に代わる再生可能エネルギーや代替エネルギ

ーの活用を推進していく必要があり、将来に負担

を先送りすることなく、社会全体で低炭素社会の

実現に向けての取組が必要となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太陽光・太陽熱システムの補助金の交付件数 

 

【施策の体系】 
１ 低炭素社会に向けた先駆的取

組の推進 
 

２ 再生可能エネルギー・代替エネ

ルギー活用の推進 
 
３ 環境に配慮したワークスタイ

ル・ライフスタイルの提案 
 
 

電気自動車 
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施策の内容  
   

１ 低炭素社会に向けた先駆的取組の推進 

・国の温室効果ガスの中期目標達成に向けた道筋などを踏まえ、行

政自ら環境に配慮した率先的な取組に努めます。また、日常生活

や事業活動における、省資源・省エネルギー化を啓蒙するととも

に、低炭素型まちづくりなどに取り組み、温室効果ガスの削減を

進めていきます。 

 

【主な取組】 
・地球温暖化対策地域計画策定の 

検討 
・地球温暖化対策実行計画 
本市の行政事務に伴う温室効果ガ

スの排出抑制のための措置を定め

ることにより地球温暖化対策の推
進を図ります。 

・環境にやさしい自動車利用の推進 
エコドライブ、アイドリングストッ
プなど環境に優しい自動車利用の

推進。 

  
２ 再生可能エネルギー・代替エネルギー活用の推進 

・石油代替エネルギー、自然エネルギー、バイオマスエネルギー、

リサイクルエネルギーなど、地域の再生可能エネルギーを最大限

活用していくため、その安定的な確保と、それらを供給する体制

を構築していきます。 

・再生可能エネルギーシステムの公共施設への導入や、二酸化炭素

の排出量が少ない電気自動車やハイブリット自動車等の公用車へ

の導入を積極的に推進します。また、市民・事業者における再生

可能エネルギー利用の普及促進に努めます。 

【主な取組】 
・蒲郡市地域新エネルギービジョ 

ンの改訂版の策定 
 
・公共施設や公用車への新エネル 

ギーシステム導入の推進 
 
・住宅用新エネルギーシステム導 

入促進費補助事業 
住宅用太陽光発電システム及び住

宅用太陽熱利用システムへの補助
により、市民の新エネルギー導入の

促進を図ります。 

  
３ 環境に配慮したワークスタイル・ライフスタイルの提案 

・環境への負荷を可能な限り減らし、未来に向けて快適な環境の保

全を可能とする社会づくりを進めるため、環境に配慮したワーク

スタイル・ライフスタイルを提案していきます。 

・すべての人が自然生態系や地球環境との関わりに理解を深め、そ

れぞれの立場に応じた役割分担のもとに、環境配慮の視点から主

体的に行動できる社会の実現を目指します。 

【主な取組】 
・ヒートアイランド対策 
屋上緑化や壁面緑化、住宅周辺の緑

化、打ち水、グラウンドの芝生化、

公共施設の敷地内緑化など。 
・エコモビリティライフの推進 
自動車と公共交通、自転車、徒歩等

をかしこく使い分けるライフスタ
イルの推進 

・チャレンジ 25 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの推進 
クールビズ、ウォームビズ、省エネ
商品の選択等、ＣＯ２削減に向けた

具体的な行動を提案します。 

  
 【関連する計画等】 

・蒲郡市地域新エネルギービジョン（平成13年度） 

・第３次地球温暖化対策実行計画（平成21年度～平成25年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

７ 水資源 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●安定した水源の確保に努めています。 

●「安心」「安定」「持続」「環境」に取り組

んだ水の供給をしています。 

●節水意識の向上により、渇水に強いまちにな

っています。 
 

現状と課題  

・蒲郡市水道事業は、水源の全てを愛知県営水道

用水供給事業の豊川浄水場からの浄水に依存し

ています。このため、本市では県水受水池から浄

水を受水した後、配水池を経由し各家庭へと水を

供給しています。 

・工業用水道は豊川用水の水を清田町にある蒲郡

浄水場より市内の各事業所に供給しています。 

・農業用水については、主に豊川用水を使用し、

みかんをはじめ施設園芸を主体とした農業に利

用しています。 

・高度成長期に大量に整備した施設の更新時期が

到来する中で、水資源へのニーズは、量の充足か

ら、より「安全」でより「良質」の水の供給へ変

わりつつあります。 

・平成６年の大渇水や兵庫県南部地震（平成７年）

の発生を契機とした危機管理体制の充実など、水

資源に対するニーズは多様化かつ高度化してい

ます。 

・自己水源を持たない本市では、日頃から節水意

識の高揚をはじめとし、様々な開発計画の推進に

合せた水道施設計画を立案し、ライフラインとし

ての使命を果たし、水の安定供給を図る必要があ

ります。 

・蒲郡市水道水源基金を水源林保全、水源地交流

事業等に充て、引き続き自然環境の保護に努め、

水に対する相互理解を深めていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設楽ダム完成予想図 蒲郡市配水池 

【施策の体系】 
１ 水源の確保・安定給水 
 

２ 節水型まちづくり対策 
 
３ 健全で開かれた経営 
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施策の内容  
   

１ 水源の確保と安心な水の安定供給 

・安定的な水資源を確保するために、｢豊川用水二期事業｣なら

びに「設楽ダム建設事業」の早期完成を国等の関係機関に働

きかけ、水源地域の振興事業を側面的に支援します。 

・水質監視体制の充実を図るとともに、水安全計画を策定し、

安心して飲める安全な水を供給します。 

・更新時期となった水道施設等を検討し、地震等にも対応した

施設に更新し安定給水に努めます。 

・災害時の飲料水を確保し、供給するために応急給水訓練を充

実させます。 

・水需要を的確に把握し、県営水道事業から計画的・効率的に

受水します。 

・水道水源基金を効果的に運用し、水源の森づくりや住民との

交流を推進し、水に対する相互理解を深めます。 

 

【主な取組】 
・安心しておいしく飲める水の供給 
・送・配水管の整備促進 
・配水池の維持管理 

 ・応急給水対策の充実 
 ・水源保全及び水源地域との友好交流事業 

    
 

  
２ 節水型まちづくり対策 

・節水型まちづくりの確立については、「水道週間」・「水の日」

等の機会をとらえ、水の大切さや有効性の啓発、水の有効利

用のＰＲを図りながら、重要な資源としての認識の定着を図

ります。 

・給・配水管の漏水防止を図るため、積極的に漏水調査、修繕

を実施します。 

・配水管網の効率的な維持、管理を行うため、マッピングシス

テムを充実します。 

・水道施設の効率的な運用を図るため、配水区域のブロック化

を推進します。 

 

【主な取組】 
・井戸水の利用促進 
・雨水利用簡易貯留槽の促進 
・漏水防止対策の強化 
・配水区域のブロック化 

 

  
３ 健全で開かれた経営 

・拡張時代から維持管理の時代へと変遷する中で、年度別事業

量の平準化策、投資計画を策定し、後世に負担のかからない

経営システムを目指します。 

 ・多様化するニーズにこたえるため、休日水道お客様センター

の開設、経営のスリム化を図るため、引き続き水道事業に関

る受付・収納等総合業務を委託します。 

 ・地域資源の活用や循環型社会に対応するため、建設副産物の

リサイクルを継続するとともに、太陽光発電など省エネルギ

ーシステムを導入します。 

 ・情報公開と情報収集を積極的に行い、健全で開かれた水道事

業を運営に努めます。 

【主な取組】 
・水道事業健全経営の維持 

 ・水道事業受付・収納等総合業務委託 
事業 

・積極的な情報公開及び情報収集 
 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市水道ビジョン（平成21年度～平成30年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

８ 下水道 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●計画的な下水道事業の整備が進み、良好な住

環境が確保されています。 

●水洗化率及び普及率が向上することで、河川

や海域の水質保全が改善されています。 
 

現状と課題  

・本市の下水道事業は、昭和36年に都市計画決定

して以来、主に浸水防除対策として進めてきまし

た。昭和45年度からは排除方式を汚水と雨水の

分流式とした公共下水道事業として本格的に着

手し、昭和52年に供用開始されました。なお、

蒲郡処理区の汚水については、蒲郡市下水道浄化

センターで処理し三河湾に放流し、雨水について

は河川や海域へ放流しています。 

・豊川流域下水道に接続する大塚処理分区は、平

成２年に事業認可を取得し、さらに、平成12年

度からはラグーナ蒲郡等を編入した、渥美湾等流

域別下水道整備総合計画や豊川流域下水道基本

計画に沿って、事業の推進を図ってきました。な

お、認可区域内の管路整備については、平成 20

年度末に概ね完了となりました。 

・現在、生活環境を改善し河川や海域の水質汚濁

に対処するため、早急な整備が必要であります。

また、繊維染色整理業等からの工業排水の受入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について、排水の処理方法を研究することが課

題となっています。 

・市街化調整区域にある三谷温泉地区は、平成３

年に自然保護を目的とする特定環境保全公共下

水道の事業認可を取得後、事業を促進し、平成８

年度末には、認可区域内は概ね管路整備が完了し

ました。 

・終末処理場から発生する処理水、脱水した汚泥

等については、資源の有効利用の観点から再利用

を積極的に研究する必要があります。 

・今後は諸施設の有効利用を図るため、公共下水

道への接続を積極的に推進する必要があります。 

 

【施策の体系】 
１ 事業認可区域の整備と事業促進 
 

２ 水洗化率・普及率の向上 
 
３ 下水道施設の維持管理 
 
４ 高度処理方法の推進 
 
 

下水道計画図（汚水） 

 

下水道供用開始状況 

行政人口 
処理区域

面積 
処理人口 

下水道普

及率 区分 

(人) (ha) (人) (％) 

平成15年度 81,893 971 45,338 55.4 

平成16年度 81,739 978 45,617 55.8 

平成17年度 81,678 998 45,878 56.2 

平成18年度 81,579 1,013 46,292 56.7 

平成19年度 81,380 1,019 46,495 57.1 

平成20年度 81,515 1,041 46,819 57.4 

平成21年度 81,280 1,071 48,010 59.1 
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施策の内容  
   

１ 事業認可区域の整備と事業促進 

・下水道法、都市計画法による事業認可を計画的に取得し、整備を促

進します。 

・繊維染色整理業等の工場排水処理問題の解決、管路網の整備拡大等

により、下水道浄化センターへの汚水流入量を増加させ、生活環境

の改善と公共用水域の水質汚濁防止を図ります。 

・市街化調整区域にある三谷温泉地区は、接続率の向上を図ります。

また、西浦温泉地区についても下水道整備の進捗状況を踏まえなが

ら計画的な整備を推進します。 

【主な取組】 
・事業認可区域の計画的な整備 
・特定環境保全区域の整備促進 
・建設コストの縮減 
・地元説明会の開催 

  
２ 水洗化率・普及率の向上 

・下水道事業の効果を高めるため市民の理解を求め、水洗化率及び普

及率の向上に取り組みます。 

【主な取組】 
・下水道接続の普及促進 
・下水道ポスター展 

  
３ 下水道施設の維持管理 

・下水道浄化センター、ポンプ場の諸施設や、汚水及び雨水管渠の老

朽化により、機能低下が憂慮されるため、施設の維持管理を計画的

に進めます。 

・既設下水道施設の耐震化及び長寿命化を図ります。 

・維持管理の民間委託の活用について推進します。 

・水質、電気、機械等の専門的な技術者を育成し、適正な維持管理を

行うことができるよう努めます。 

【主な取組】 
・計画的な維持管理の推進 
・民間委託の活用の推進 
・下水道施設長寿命化計画の策定 

  
４ 高度処理方法の推進 

・公共用水域の水質汚濁防止のため、今後は更に水質規制が厳しくな

ることが予想されるので、適切な水質基準を守ることができるよう

に高度処理を進めます。 

【主な取組】 

・高度処理施設の建設 

 

【関連する計画等】 
・全県域汚水適正処理構想 

・蒲郡市公共下水道事業計画（昭和45年度～平成27年度） 

・豊川流域関連蒲郡市公共下水道事業計画（平成２年度～平成25年度） 

・渥美湾等流域別下水道整備総合計画（平成16年度～平成37年度）  
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